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研究成果の概要（和文）：本研究は、晩産化・超少子化・高齢化が同時進行する東アジア社会において、介護と育児の
ダブルケア分担という新たな社会的リスクにいかに対応しているのか、あるいは対応できずにいるのか、その対応の仕
方の共通点と差異は何かを、ミクロな家族の実態分析と制度分析を通じて、日本・韓国・中国・台湾・香港とのケアレ
ジーム比較研究から明らかにした。晩産化、超少子化、高齢化の同時進行は、現存の介護サービス、育児サービスを使
いこなしながら親の介護と子育てという「ダブルケア負担」に対応しなければならない世帯が増加することが推察され
、包摂的なケア政策の構想が東アジア全体で求められる。

研究成果の概要（英文）：The objective of this research is to examine the reality of women facing the 
‘double responsibilities of care’; the reality of women having to simultaneously provide elderly and 
childcare, a problem which has emerged in the context of the tendency toward late marriage and 
childbirth, extreme low birth rate, and extreme aging society in East Asia, along with the limitations of 
policy related therewith. Against such socio economic background, we have been conducting both 
quantitative and qualitative research in order to enhance our understanding of new social risk related to 
the double responsibilities of elderly care and childcare as well as attempting to propose measures to 
deal with these issues. Based on the results of questionnaire surveys and in-depth interviews in suburban 
and urban cities, this paper aims to enhance our understanding of women’s experience of double 
responsibilities of care, and examine the new structure of social risk involved in such issues.

研究分野： 社会福祉学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1)  台湾では 2010 年の出生率が 0.895 を記
録するなど、東アジアでは出生率の下げ止ま
り兆候が見られず、超少子化と高齢化の同時
進行が続いている。マクロ的には、少ない生
産年齢人口で、より多くの老年人口を扶養し
なければならなくなってきた。ミクロ的には、
女性の晩婚化により出産年齢が高齢化し、現
存の福祉サービスをやりくりしながら、親の
介護と子育てを同時にしなければならない
世帯――ダブルケア負担の世帯――の増加
が予測される。仕事と子育ての両立、あるい
は仕事と介護の両立が問題とされてきたが、
超少子化と高齢化が同時進行する東アジア
では、介護・子育て・仕事の両立問題という、
新たな形の「ケアの社会化問題」に直面して
いる。 
 
(2)  申請者は、平成 21～23 年の共同研究（基
盤 B）の成果である Soma・Raymond・
Yamashita(2011) 、 Raymond ・ Soma ・
Yamashita(2011)において、Ochiai(2009)の
議論を修正したケアダイアモンドの枠組み
を用いて、日本・韓国・台湾・香港・中国の
高齢者介護と保育政策を比較し、圧縮的な家
族変化に対応する東アジア各社会の適応戦
略を描いた。東アジアの国際比較にたえうる
比較可能なデータが不足しているという制
約のなかで、EADP(East Asian Database 
Project)にて公表された統計データと定性的
分析をもとに、各調査対象国・地域のケアサ
ービスの 4 分野（保育サービス供給と財源、
高齢者介護サービス供給と財源）において 4
セクターを評価し、比較可能な評点をつけ、
データにもとづいた反証可能な形で、ジェン
ダー視点から東アジアのケアダイアモンド
を示した。この研究成果は、第１段階（平成
21 年度～23 年度の共同研究）と位置づけら
れる。これまで別々に議論されることの多か
った高齢者介護と子育て政策を、「社会的ケ
ア政策」という枠組みでとらえ、統計資料と
制度分析に基づいて比較分析を行い、ジャー
ナルの特集号で発表した。 
 
(3)  この第 1 段階の研究を通じて、統計デー
タでは捉えきれない家族のケア実態とジェ
ンダー関係に関する実態把握の必要性が浮
き彫りになった。すなわち、晩婚化・超少子
化・高齢化が同時進行する東アジア社会で、
介護と育児のダブルケア分担という新しい
社会的リスクにいかに対応しているのか、対
応できずにいるのか。その家族の実態解明は
十分になされているとはいいがたい。さらに、
このダブルケアは社会的ケアで十分に担保
されうるのか。すなわち、ダブルケア負担に
対応する介護・育児サービスはいかなる実態
か。第 1 段階の研究で示したサービス供給と
資金供給の実態を深く理解するにも、以上の
点に関する詳細な考察が欠かせない。 
 

 
２．研究の目的 
(1)  本研究は、晩産化・超少子化・高齢化が
同時進行する東アジア社会において、介護と
育児のダブルケア分担という新たな社会的
リスクにいかに対応しているのか、あるいは
対応できずにいるのか、その対応の仕方の共
通点と差異は何かを、ミクロな家族の実態分
析と制度分析を通じて、日本・韓国・中国・
台湾・香港とのケアレジーム比較研究から明
らかにするものである。 
 
(2)  晩産化、超少子化、高齢化の同時進行は、
現存の介護サービス、育児サービスを使いこ
なしながら親の介護と子育てという「ダブル
ケア負担」に対応しなければならない世帯が
増加することを意味する。本研究は、ダブル
ケア負担の現状分析と、質の高いケアを担保
する規制的政策の問題点の考察から、一国単
位の視野をこえた、東アジア地域連携の政策
提言へとつなげていく。 
 
(3)  具体的な研究課題としては、第一に、ダ
ブルケアの実態把握である。現在、ダブルケ
アに関する政府統計はなく、まずはダブルケ
ア人口がどのぐらいのボリュームなのか、そ
の量的把握を第 1の課題とした。第二に、ダ
ブルケア負担構造の解明である。育児と介護
を同時にしているダブルケアラーは、どのよ
うな困難や負担を抱えているのか。その背景
には一体何があるのか。そのひとつとして、
私たちはダブルケアラーの方々の育児、介護、
仕事の間でどのような役割の葛藤があるの
か。育児と介護、どちらに優先順位を置いて
いるのか。そのような交渉過程、すなわち自
分の中での役割の葛藤やせめぎ合い、あるい
は家族関係の中でのそれぞれの役割の葛藤
やせめぎ合いに着目をした。第三に、ダブル
ケアラーは、どのような支援やサービスをや
りくりしながら、生活をしているのか。そし
てダブルケアラー自身が求める支援とは一
体何なのか。また、その支援に対応する介護、
育児サービスの質を考え、介護、子育ての縦
割りを超えて、新たな包摂的ケア政策の構想
へと検討を進めた。 
 
３．研究の方法 
(1)  本研究は、家族の育児・介護の同時進
行の実態分析を行うにあたり、「ダブルケア」
という独自の概念設定をもとに、量的調査・
質的調査を組み合わせた方法で研究を行っ
た。 
 
(2)  第一に、量的調査（日本・韓国・香港・
台湾）では、以下の点について調査項目を設
定し、日本 1,894、韓国 556、台湾 331、香港
591 のサンプル数による量的調査を実施した。 
 
[調査項目] 
a)利用している介護・育児サービス内容、料



金、時間（頻度） 
b)介護・育児サービス利用のための情報収集、
意思決定のプロセス 
c)鍵となる支援者は誰か 
d)サービス利用の見通し（現在利用している
サービスをいつまで使う見通しか） 
e)介護・子育ての意識・行動（性別役割分業
意識、家事労働時間等含む） 
f)家計構造（介護中の親の年金や資産含む） 
g)家族構成・ジェンダー関係、家族の就業状
況、階層 
h)現行サービスへの問題意識 
 
 
(3) 第二に、質的調査（日本・韓国・香港・
台湾）として、質問紙調査の回答者の中でイ
ンタビュー協力に同意してくれた人に対し、
各国、20～30 ケースのインタビュー調査を行
い、就学前の子どものケアと、親の介護責任
を同時に背負っている家族のダブルケアを
めぐる二重責任の実態調査を行った。 
 
４．研究成果 
 
(1) 本調査研究を通じて、ダブルケアが早晩、
日本あるいは東アジアの大きな社会問題、政
策課題になると考えられる。女性の晩婚化に
よる晩産化、少子化、高齢化が進行し、家族
機能の弱体化、そして兄弟数や親戚ネットワ
ークも減少し続けている。現存の介護を見ま
すと、嫁から娘へ介護の主体が移行してきて
いる。あるいは嫁だけではなく、娘ももっと
介護をやるべきだという、そのような考え方
も強くなってきている。そうした中で現存の
介護、子育ての両サービスをやりくりしなが
ら、ダブルケアの負担を抱えながら生活をす
る世帯の増加が今後予測される。こうした問
題、いわば子育て、介護、仕事の両立問題と
いうのは、新たな形のケアの社会化の問題な
のではないかと考える。 
これまで学術的にはダブルケアというの

は先行研究であまり注目されておらず、研究
自身も、介護と子育てと、いわば分断、縦割
り状況であり、サンドイッチジェネレーショ
ン、サンドイッチ世代という形での研究がい
くつかある。ダブルケアの実体を把握できる
政府統計や体系的な統計も今はない状況で
ある。 
では、ダブルケアというのはそもそもどの

ような構造なのか。私たちはダブルケアの登
場人物として、4 世代にまたがる登場人物を
想定した。まず昭和一桁前の世代。そして団
塊世代、団塊ジュニア世代、団塊ジュニア世
代の子どもという 4世代である。中でもダブ
ルケアの主人公というのは、団塊世代の女性、
団塊ジュニア世代の女性、あるいはその配偶
者や家族というふうに考えられる。 
まず団塊世代の女性は現在自分の親や義

理の親、そして娘支援、いわば孫支援という
ダブルケアの葛藤や負担を抱えている。この

世代は根強い性別役割分業、あるいは男性稼
ぎ主型の考え方が強い中で、介護保険の制度
化や子育て支援の制度化といういわば介護
の社会化と子育ての社会化の前と後を知っ
ている、そういう世代である。自分の親と子
ども、娘から双方から頼りにされている、且
つ、お仕事もされている場合は大変な精神的、
体力的な負担を抱えている世代でもある。も
う 1人の主人公、私たちの主な対象というの
は団塊ジュニアの女性である。高齢出産の場
合、あるいは親が早くから要支援、要介護の
状態になった場合、自分の親や義理の親、あ
るいは祖父母と自分の子育てとがまさに同
時進行で起こる。この世代は男性稼ぎ主から
共働き社会への移行期に今、生きている、そ
して介護の社会化、子育て支援の制度化のあ
とにケアをしている世代であり、少子化、晩
婚化、晩産化により兄弟数も少ない。 
 
(2)  ではこの世代のダブルケアは、どのよ
うな実態なのか、彼女らを取り巻くネットワ
ークや支援、負担感はどうか。ほとんど明ら
かにされていないダブルケアの実態を把握
すべく、まず、実態調査を開始した。 
私たちの研究では介護の定義を幅広くと

り、買い物の代行や愚痴を聞くなどの精神的
ケアも含め、広義の意味での介護というもの
を被調査者の方に紹介した上で、つまり何が
介護というものを構成するのか、そのケア当
事者の主観的な判断というものを重視した。
これによって、現在の介護政策によって定義
され、括られ、対象化され、提供されている
制度内の介護サービスに対する批判的な検
討というものが可能になると考えたからで
ある。 
 
(3) ダブルケア人口というのは、量的にどの
くらいの程度なのか。第 1から第 3のステー
ジの各調査によって、ダブルケアの割合とい
うのはばらつきがあるが、第 2弾調査のマミ
ーズ・サミット全国ネットの静岡、香川、福
岡といった子育てメールマガジン読者層の
形態調査、あるいは、第 3弾における学童保
育や一時保育といった利用者を見ると、現在
ダブルケアに直面中で大体 10%前後、過去に
直面が約 10%、合計約 20%の割合で現在ある
いは過去、ダブルケア経験者が存在する。ま
た、1、2年先に直面する層も 20%前後の回答
率があり、現在、過去そして、数年先の予備
軍も含めれば、4 割ぐらいがダブルケアの当
事者であるといえる。 
 
(4)  量的、質的調査を通じてダブルケアの
実態を把握するパターンの軸は何なのかと
いうことを分析、あるいは数回の分析検討会、
ワークショップを通じて見出し、明らかにし
た。介護と育児の程度、同居・非同居・近居・
遠距離といった居住形態、一人娘かどうか。
就業形態、歴史的に形成されてきた親子関係、
あるいは配偶者との夫婦関係の在り方でも



ダブルケアの困難や負担は異なっていた。さ
らに重要な軸としては経済的状況、サービス
利用状況というのがあげられる。 
 
(5)  東アジア国際比較から見ると、ダブル
ケアに現在直面中、過去に経験があるという
方々を絞って分析した場合、とりわけ日本と
韓国において負担感が高いという比較結果
が出た。日本の負担構造についてもう少し踏
み込んでみると、精神的、体力的、親や子ど
もの世話をできない、兄弟や親戚間との認識
のズレといった負担感が重層的に重なって
いるということがわかった。この負担感が何
と相関しているのかをみると、1 つ目は、親
や義理親との関係であった。日本では主な介
護者である母親を支えながら父親の介護を
しているケースで、より高いストレスを感じ
る傾向にあった。香港では一方、親や義理親
との関係が良好と認識している人の方が、負
担感が強い。韓国では、まだ兄弟数が日本よ
り多く、同居しているような子の世代が多い
ですので、同居の子どもが介護をし、他の兄
弟が財政的な負担をするというような傾向
にあって、家族の中のコンフリクトも高く、
親の経済状況が負担感に関連していた。さら
に、日本と韓国において、夫との良好な関係
がダブルケアの負担感を軽減するという、い
わば子育ての負担感について言われていた
ようなことが、またダブルケアの方でも確認
された。最後に、ダブルケアで大変な時、支
えてくれたのは誰ですか、という質問に対し
て、誰も助けてくれなかったと回答した人は、
現在直面している人で 12.4%、過去に直面し
た人でも 16%の割合であった。少なくない割
合が孤立した状況でダブルケアをしている
ということが明らかになった。 
 
(5)  インタビュー調査分析から明らかにな
ったダブルケアラーが必要な支援として、ダ
ブルケアラーとのつながり・ネットワーク、
ダブルケアの社会的承認、柔軟な子育てサー
ビス、一時保育や短時間預かり、訪問型ダブ
ルケアサービス、子育て・介護サービスの連
携、移動サービス、ダブルケアの相談窓口や
情報支援が挙げられる。以上のような様々な
サービスの提供だけではなくて、良質なケア
とは何かについても考える必要があり、その
際にはダブルケアラーや高齢者、子どもそれ
ぞれの立場から考える必要がある。 
 
(6)  最後に、包摂的ケア政策を考える上で
の重要論点は以下のようにあげられる。第 1
に、包摂的とはなにか。子どもの福祉、高齢
者の福祉、ダブルケアラーの支援を射程に入
れた横断的なケア政策である。第 2に、ダブ
ルケアラーの様々な局面に対する支援があ
ります。それは地域のネットワークに参加し
たり、十分な休息がとれるといった社会的参
加から、雇用などの経済活動への参加、そし
て政治的参加、具体的には地域政治に対して

協力していく声を上げることができるなど、
あるいは介護・子育てを心配せずに選挙に行
くことなども挙げられることができる。 
第 3に、高齢・子育ての両支援の連携であ

る。子育て支援と高齢者介護の対象化の強
み・弱みを補完し合い、ダブルケアラー支援
を構築する重要性である。そのためにも支援
対象者別の縦割り計画からの脱却が必要で
ある。現在のところ介護保険事業計画、子育
て支援事業計画というふうになっているが、
地域支援事業計画といったもっと包括的な
地域計画の必要性が浮き彫りになった。 
第 4 に、ダブルケア支援サービスとして、

柔軟に利用できる一時保育、ダブルケアラー
支援のための一時保育の重要性である。また
訪問型・滞在型のダブルケアサービスの事業
化とその支援が求められる。 
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